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全��員��賛��成 で可決した議案で可決した議案
　　　　議　案 議決日

町�
長�
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条　例

刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例制定

3/4

情報公開・個人情報保護審査会条例の一部を改正する条例制定
職員の勤務時間、休暇等に関する条例及び職員の育児休業等に関する条例
の一部を改正する条例制定
特別職に属する非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例
の一部を改正する条例制定
町立自転車駐車場の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例制定
非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の一部を改正する条例制定
人権尊重のまちづくり条例制定 3/21

令和６年度
予　算

一般会計補正予算（第８号）
1/15

水道事業会計補正予算（第３号）
一般会計補正予算（第９号）

3/4

国民健康保険事業特別会計補正予算（第４号）
財産区特別会計補正予算（第２号）
介護保険事業特別会計補正予算（第４号）
後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第３号）
水道事業会計補正予算（第４号）
下水道事業会計補正予算（第３号）

一般会計補正予算（第１０号） 3/21

令和７年度
予　算

一般会計予算

3/21

国民健康保険事業特別会計予算

財産区特別会計予算

介護保険事業特別会計予算

後期高齢者医療事業特別会計予算

水道事業会計予算

下水道事業会計予算

契　約 工事請負契約締結（播磨町立小中学校屋内運動場 空調設備整備工事） 3/4
委
員
会

　
提
出

発　委
議会の個人情報の保護に関する条例の一部を改正する条例制定

3/4
議会政務活動費の交付に関する条例の一部を改正する条例制定

令和７年度予算案を可決令和７年度予算案を可決

建設  （仮称）ポエムキューピットこども園　

開設  児童発達支援センター

男性  ＨＰＶワクチン接種助成　　　　　

推進  みんなの居場所づくり　　

策定  自転車ネットワーク計画　　

災害  ４小学校にマンホールトイレ整備　　　

見守り  ＢＬＴタグの利用料助成

グラフの見方
上段：科目、総額に占める割合　　中段：予算額　　下段：対前年度増減

※各項目で１万円未満を切り捨てているため、合計が合わない場合があります。

歳　入

自
主
財
源
53.7
％

依
存
財
源
46.3
％

町税　41.5％
５８億９４２８万円
（２億９7７万円）

繰入金（貯金取崩）　７．６％
１０億８４３２万円
（－４７０５万円）

諸収入　３.４％
４億８７４１万円
（１億５０２１万円）

その他　1.2％
1億7313万円
（-1196万円）

国庫支出金　１６．１％
２２億８９５９万円
（５億１３８６万円）

地方交付税　
１１.８％
１６億７０１０万円
（３億７５００万円）

県支出金　７．８％
１１億２５万円
（６０６８万円）

町債（借入金）　１．８％
２億６０３０万円
（ー２億２９００万円）

地方消費税交付金
６．０％
８億４４７３万円
（７２７７万円）

その他　2.8％
4億402万円
（4802万円）

一般会計

入るお金
142億815万円

歳　出

民生費（福祉など）
４０．９％
５８億１８４２万円
（７億７４３７万円）

衛生費　６．５％
（予防接種・ごみ処理など）
９億２３３７万円
（４９９３万円）

土木費　９．４％
１３億３５５４万円
（１億４９５７万円）

教育費　１５．９％
２２億６４６０万円
（－２８６０万円）

総務費　１２．７％
１８億１１７万円
（１億５１万円）

公債費　７．７％
１０億８７４９万円
（９５５３万円）

その他　３．１％
４億４１９８万円
（ー１４６４万円）

消防費　３．８％
５億３５５４万円
（１５６３万円）

一般会計

出るお金
142億815万円
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賛�否�の分かれた議案 （○…賛成、×…反対）
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　職員の給与に関する条例等の一部を改正する
　条例制定 11 1 可決 3/4 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 － 〇 〇 〇 × 〇

※　播磨町議会の現議員数は1３人です。採決は、全議員の過半数（7人）以上の出席を要し、議長を除く出席議員の過半数の賛成をもって可
決されます。ただし、法律に別の定めがある特別多数議決の場合は、この過半数議決は適用されません。

※　議長は採決に加わりませんので、「－」で表示しています（議長＝議席９河野照代　議長不在などの場合には副議長が議長を務めま
す）。ただし、賛成と反対が同数の場合には、議長が決します。

ギカイの視点
　令和７年度予算案は、前年度に比べて
８．７％増加している。
　さまざまな要因があるが、適切妥当な
配分になっているのかを注視し、１２名
の委員で予算審査に臨んだ。


